
 

都市計画法第５３条許可申請手続きフロー 

 

 

 

都市計画施設の明示 

(都市計画道路：道路交通課 ) 

(都市計画道路以外：都市計画課) 

許可申請 

(都市計画課)※ 

(広域まちづくり課)※ 

関係課照会 

 

 

建築確認申請 

都市計画課にて経由 

許可 

 

 

※市街化区域においては、広域まちづくり課が申請窓口 

市街化調整区域においては、都市計画課が申請窓口となります。 

一部の都市計画施設においては、大阪

府と調整の必要な路線もございますの

で、審査に時間を要する場合もござい

ます。 


